
監督処分の決定に至るプロセス（サブリース）

電話による情報提供 申出制度による情報提供 報告徴収・立入検査（定期）

申出制度対象 申出制度対象外

事実確認(必要に応じて詳細確認)

国による調査(任意聴取・報告聴取・立入検査等)

（内容に応じて）
情報提供として処理

疑義あり 疑義なし

監督処分の対象となる可能性有り
（指示処分・業務停止処分）

行政指導の対象となる可能性有り
（文書勧告・口頭指導等）

本省・本店地整へ報告(報告様式１・４)

本省・全地整へ報告(報告様式３)

本省・本店地整へ報告(報告様式１・２)

弁明の機会の付与

指示処分・業務停止処分 文書勧告・口頭指導等

勧告書の写しを本省・本店地整へ提出

※原則、申し出制度に誘導



業務停止日数を３／２に加重

①行為の態様が特に悪質である
場合

②損害が発生し又は発生が見込
まれる損害の程度が特に大き
い場合 等

加重

指示処分・業務停止処分に係る基本的な考え方

基本となる処分 情状による加重・軽減
違反行為に対する
処分内容の決定

違

反

行

為

◆業務停止処分が課されると考えられる例◆

・行為態様が悪質な事例
⇒勧誘時に、面会を強要したり拘束するなどし
て相手方を動揺させるような行為を常習的に
行っている場合 など

・大きな実損が発生している事例
⇒全国展開する業者が重説時に賃料減額リスク
等の説明をせず事後大きく賃料が減額し、全
国的なトラブルとなり社会問題化した場合
など

指示

業務
停止

特
定
転
貸
事
業
者
及
び

勧
誘
者
（
個
人
オ
ー
ナ
ー
も
含
む※

）

＜考慮要素＞

・態様の悪質さの程度

（暴力・詐欺的態様等）

・損害の有無、損害の程度

必要と認め
られる場合

指示に軽減

①損害に対する補填の内容が
合理的かつ対応が誠実であ
る場合

②直ちに違反状態を是正した
場合 等

軽減

業務停止日数を３／４に軽減

①損害が発生し、又は発生が
見込まれる損害の程度が軽
微である場合

②損害の一部又は全部を補填
した場合（上記②を除く）

指示
（業停からの軽減）

業務停止

業務停止
（日数加重）

※たとえ個人オーナーであっても本法の勧誘者に該
当する。そのうえで当該個人オーナーに監督処分
等が課されるかは、違反行為の態様の悪質さ、関
与の度合いなど諸般の事情を総合的に勘案し、
判断することとなる。

業務停止
（日数軽減）

指示

処分内容決定

加重
業務停止日数を
３／２に加重

違反者の常習性によ
る加重(再犯加重）


